
泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付要綱  

 

（目的） 

第１条  この要綱は、泉大津市環境基本条例（平成１４年泉大津市条例第

２号）第６条の規定に基づき、地球温暖化防止対策を推進し、２０５０

年二酸化炭素排出量実質ゼロをめざし、持続可能な脱炭素社会を形成す

るため、市民に対し予算の範囲内において、泉大津市幼児２人同乗用自

転車購入助成金（以下「助成金」という。）を交付することにより、自転

車の利用の促進を図り、家庭からの温室効果ガスの排出量を削減し、地

球温暖化を防止することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

 ⑴  幼児２人同乗用自転車  幼児２人同乗基準適合車マーク (一般社団

法人自転車協会(以下「自転車協会」という。 )が定める自転車安全基

準に適合した製品にのみ表示される。)及びＢＡＡマーク（自転車協会

が定める自転車安全基準適合マークをいう。）が貼付されたものをい

う。 

 ⑵ 幼児用座席 ヘッドガードがあり、ＳＧマーク（一般財団法人製品

安全協会が定める安全性の認定基準マークをいう。）が貼付されたも

のをいう。  

 ⑶ 電動アシスト機能  道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第

６０号）第１条の３に定める基準を備えたものをいう。  

 ⑷ 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総

合的推進に関する法律（昭和５５年法律第８７号）第１２条第３項

に規定する防犯登録をいう。  

 ⑸ 泉大津市民  住民基本台帳法(昭和４２年法律第８１号 )に基づ

き、本市が備える住民基本台帳に記録されている住所に現に居住し

ているものをいう。  

（助成対象者）  



第３条  助成金の交付対象者は、新品かつ未使用品の幼児２人同乗用自転

車を毎年４月１日から翌年２月末日までの間に市内の店舗において購

入し、防犯登録を受けた者のうち、次の要件のいずれにも該当するもの

とする。  

 ⑴ 申請時及び幼児２人同乗用自転車の購入時において、泉大津市民で

ある者  

 ⑵ 申請時及び幼児２人同乗用自転車の購入時において、未就学児（小

学校就学の始期に達するまでの者）を１人以上養育し、又は生計を同

一にしている者  

 ⑶ 幼児２人同乗用自転車に対し、この要綱による助成金又はこれと同

様の趣旨で市が交付する助成金について、申請者及び同一世帯に属す

る者が、過去に交付を受けたことがない者  

 ⑷ 市税等を滞納していない世帯に属する者  

 ⑸ 市が行う環境保全事業に積極的に協力でき、及び家庭でのエネルギ

ー使用状況等に関する調査に協力できる者  

 ⑹  運転者及び同乗する幼児が着用する自転車乗車用ヘルメットを所

有している者  

（助成金の額）  

第４条  助成金の額は、幼児２人同乗用自転車の購入に要した費用（消費

税及び地方消費税の額を含む。）とし、次に掲げる金額を上限とする。  

 ⑴ 幼児２人同乗用自転車  ３０，０００円  

 ⑵ 電動アシスト機能付幼児２人同乗用自転車  ４５，０００円  

２  ２席目の幼児用座席を幼児２人同乗用自転車と同時に市内の店舗に

おいて購入した者については、５，０００円を第１項の金額に足したも

のを助成金の額とする。。 

３  第１項及び第２項の購入に要した費用のうち、仮想通貨、クーポン、

ポイント、金券、商品券及びそれらに類するものによる支払が含まれる

場合、その相当額は設置に要した費用から除外する。  

４  この要綱によらない他の団体及び事業により交付された助成金及び

それに類するものの交付を受けたことがある場合は、その額を助成金の



額から減じた額を助成金の額とする。  

５ 助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額を助成金の額とする。  

（助成金の交付申請）  

第５条  助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

次に掲げる書類を添付して、泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金

交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書兼請求書」という。）を

市長に提出しなければならない。  

 ⑴  購入費に係る領収書の写し又は購入費に係る支払いが確認できる

書類（発行時に申請者の氏名及び購入品目ごとの金額が明記されてい

るもの）  

 ⑵ 製造メーカーの保証書の写し（型番、製造番号、保証期間並びに申

請者の氏名及び住所等が明記されており、購入先の分かるもの）。ただ

し、当該保証書の写しによっては安全基準に適合した自転車であるか

否かを判断できない場合は、販売店が安全基準に適合している旨を証

する書面  

 ⑶ 防犯登録の際に発行される自転車防犯登録カード（お客様控え）の

写し 

 ⑷ 幼児用座席を取り付けた状態の自転車全体、ＢＡＡマーク及び幼児

２人同乗基準適合車マークを確認できるカラー写真  

 ⑸ 自転車乗車用ヘルメットを同時に購入していない場合は、所有して

いる自転車乗車用ヘルメットを確認できるカラー写真  

 ⑹ その他市長が必要と認める書類  

２  書類等の提出は、直接持参の方法により先着順に行うものとするが、

前項第１号から第６号に定める書類の提出は、市が指定するメールアド

レスに電子データを送信する方法により行うことができる。  

３  申請書兼請求書に記載された申請者及び口座名義人並びに幼児２人

同乗用自転車の購入者は、同一の者でなければならない。  

４ 交付申請は、毎年４月１日から翌年３月１５日までの間に行わなけれ

ばならない。  



５  受け付けた申請に係る助成金の合計が予算の範囲を超えると認めら

れるときは、新たな申請の受付を行わないものとする。  

（交付決定等）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査

し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、助成金の交付の可

否について決定を行うものとする。  

２ 市長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対

し泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付決定通知書（様式第２

号）により通知する。  

３ 市長は、第１項の審査の結果、助成金の交付しない旨の決定をしたと

きは、申請者に対しその理由を付して泉大津市幼児２人同乗用自転車購

入助成金不交付決定通知書（様式第３号）により通知する。  

（助成金の交付）  

第７条  市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した場合は、申請

者に対し助成金を交付する。  

２ 助成金の交付は、申請書兼請求書に記載された金融機関口座への振り

込みにより交付する。  

（交付決定の取消等）  

第８条  市長は、第６条の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下

「交付決定者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、助成

金の交付決定を取り消すことができる。  

 ⑴ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき  

 ⑵  助成金交付の目的に反して当該幼児２人同乗用自転車を使用した

とき 

 ⑶ 助成金交付の日から２年以内に譲渡、交換、貸付及び自らの利益の

ために売却したとき  

 ⑷ この要綱の規定に違反したとき  

（助成金の返還）  

第９条  市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合に

おいて、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の



返還を命ずることができる。  

２ 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に

当該助成金を市長に返還しなければならない。  

（交付を受けた者の責務）  

第１０条 助成金の交付を受けた者は、持続可能な脱炭素社会を形成する

ための活動に努め、環境に配慮した生活を実践しなければならない。  

２ 助成金の交付を受けた者は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

及び大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成２８年

大阪府条例第５号）等の関係法令を遵守し、未就学児への交通安全教育

を実施し、自転車利用時にヘルメットを着用する等、自転車の安全利用

に努めなければならない。また、当該幼児２人同乗用自転車を利用する

者は、損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護

を図るため、自転車保険に加入しなければならない。  

（協力の要請） 

第１１条 市長は、助成金の交付を受けた者に対し、市が実施する環境保

全事業及び家庭でのエネルギー使用状況等に関する調査への協力を求

めることができる。  

（委任）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

（適応区分）  

２  令和６年３月１日から令和６年３月１５日までの間に購入された幼

児２人同乗用自転車については、この要綱の対象としない。  

３  令和６年３月１６日から令和６年３月３１日までの間に購入された

幼児２人同乗用自転車については、「令和５年度泉大津市幼児２人同乗

用自転車購入助成金交付要綱」の規定による添付書類によって申請を受

け付けることができるものとする。  



   附 則  

（施行期日）  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

   附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２  令和８年３月１日から令和８年３月３１日までの間に幼児２人同乗

用自転車を購入した者については、なお従前の例による。  

 

 



様式第１号（第５条関係） 

提出日   年   月   日 

泉大津市長 様 

（〒    －     ）      

申請者 住 所                  

氏 名               ㊞  

                連絡先     （    ）       

 

泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付申請書兼請求書 

 

泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付要綱第５条第１項の規定に基づき、下記のとお

り申請します。なお、申請にあたり、私（同一世帯の者を含む。）の住所、市税等の納付状況を調

査することに同意します。 

また、交付決定を受けた場合には、当該交付決定の日を請求日とし、交付決定金額について下

記のとおり請求します。 

幼児２人同乗用自転車 

電動アシスト機能 

□有   □無 

製造メーカー  

品名・型番  

購入年月日 年    月    日 

養育している 

未就学児 

名前（ﾌﾘｶﾞﾅ） (    ) (    ) 

生年月日 年  月  日 年  月  日 

助成金申請額(請求額) 

（千円以下切捨て） 

万 千 百 十 一 

円  

振 込 先 

金融機関名 

□銀行（下記から選択） 

□ａｕじぶん □イオン   □池田泉州   □関西みらい 

□紀陽    □住信ＳＢＩ □ソニー    □みずほ 

□三井住友  □三菱ＵＦＪ □ゆうちょ   □楽天 

□りそな   □その他（記入：            ） 

□他金融機関（下記から選択） 

□いずみの農協（ＪＡいずみの） □近畿労金 □大阪信金 

□その他（記入：            ） 

支店名  
□支店 □出張所 

□本 店 営 業 部 

預金種別 口座番号 

（右詰め） 
       

□普通  □当座 

フ リ ガ ナ  

口座名義 

（申請者と同じ） 
 

〇添付書類 □購入費に係る領収書の写し又は購入費に係る支払いが確認できる書類 

（ □ に✓）□製造メーカーの保証書の写し 

      □防犯登録カード（お客様控え）の写し 

      □カラー写真（自転車全体、各種マーク、幼児用座席が確認できるもの） 

      □所有している自転車用ヘルメットを確認できるカラー写真 

〇助成金申請額 

 電動アシスト機能有＝45,000 円 無＝30,000 円 幼児用座席＝左記金額に 5,000 円を加える。 

０ ０ ０ 



様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

   泉大津市長         印 

 

 

泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のありました泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成

金の交付について、泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金交付要綱第６条第２項の

規定に基づき、次のとおり交付決定しましたので通知します。 

 

 

交付決定額    金          円 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

 

          様 

 

泉大津市長          印 

 

 

泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成金不交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のありました泉大津市幼児２人同乗用自転車購入助成

金の交付については、次の理由により不交付と決定しましたので通知します。 

 

 

 

（理由） 

 

 


